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Ⅰ 要項の趣旨 

この要項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び大鰐町公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年６月２１日条例第１１号）第３条の

規定に基づき、大鰐町地域交流センターの管理運営を行う指定管理者の申請等について必要な事

項を定めるものである。 

 

Ⅱ 施設の概要 

１ 名称・所在地 

名 称 大鰐町地域交流センター 「鰐come(わにかむ)」 

施設の所在地 大鰐町大字大鰐字川辺 11番地 11 

 

２ 設置目的 

大鰐町地域交流センター（以下「交流センター」という。）は、利用者の健康増進及び福祉の向

上並びに地域の活性化を図るため設置されている。 

 

３ 規模等 

敷 地 面 積 １１，３００．９７㎡ 

延 床 面 積 ３，３６０．６４㎡ 

建 物 構 造 ＲＣ造一部集成材一部鉄骨造 

施設の主な内容 ・温泉施設（大浴場２（露天風呂付）、家族風呂２（露天風呂付）、休憩

コーナー、テイクアウトコーナー、トレーニングルーム、事務室等） 

・観光情報コーナー（情報コーナー、売店、お食事処） 

・交流施設（多目的ホール、研修室、ＩＴルーム・ほのぼのルーム） 

 

Ⅲ 管理の条件 

１ 管理の基本方針 

  以下は、施設管理の基本方針として遵守すること。 

 ⑴ 関係法令、条例及び規則を遵守し、施設の設置目的に沿った適正な管理運営を行うこと。 

 ⑵ 施設の平等な利用を確保し、差別的な取扱いをしないこと。 

⑶ 利用者の意見、要望を適切に管理運営に反映し、サービスの向上に努めること。 

⑷ 利用者が快適に施設を利用できるよう、施設の設備及び物品の維持管理を適正に行うこと。 

⑸ 指定管理者の業務を通じて取得した個人情報の取扱いには、大鰐町個人情報保護条例に基 

づき適正に行うこと。 

 

２ 指定管理者が行う業務 

  指定管理者が行う業務は次のとおりとする。なお、業務の詳細は「大鰐町地域交流センター

『鰐come』指定管理業務基準書」のとおりとする。 

  ⑴ 施設の維持、管理及び修繕に関すること。 

 ⑵ 施設の使用許可に関すること。 

 ⑶ 利用料金の収受に関すること。 
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⑷ その他施設の設置目的を達成するために必要なこと。 

 

３ 指定期間 

   平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日までの予定であるが、議会の議決を経て指定 

  する。 

 

 ４ 施設の運営 

⑴ 施設の開館時間、使用時間及び休館日は、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定 

めるものとする。 

⑵ 指定管理者は、本業務を一括して第三者に再委託はできないものとする。ただし、部分的 

 な業務委託（清掃、保守管理等）は、可能とする。 

⑶ 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて自主事業等を行うことができるものとする。 

 ただし、その事業にかかる経費は、指定管理者の負担とする。 

 

 ５ 利用料金 

⑴ 地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制を採用とする。 

⑵ 利用料金の額は、大鰐町地域交流センター設置条例に定める使用料の額の範囲内において、

あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。 

⑶ 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免 

除することができる。 

 

 ６ 指定管理料 

   基準額 ２，１６０，０００円／年 （消費税及び地方消費税を含む。） 

    

 ７ 利用料金の減収の取扱い及び責任負担 

   利用料金収入の減収等による損失は、指定管理者が負うものとする。 

   但し、災害等により営業出来ない場合の減収や、社会情勢の変化等による経費の増額により

営業損失が生じたときは、両者協議のうえ、町が負担するものとする。 

 

８ 指定管理者と町の責任分担 

指定期間中における指定管理者と町のリスク及び責任の分担の基本的考え方は、次のとおり

とする。この表に基づく指定管理者の賠償資力を担保するため、指定管理者はこれらのリスク

に対応するための保険に加入するものとし、収支予算書には当該保険料を含めて提案するもの

とする。 

なお、詳細については、基本協定締結時に協議のうえ定めるものとする。  

 

項           目 
負  担 

指定管理者 大鰐町 

利用者の減少、競合施設の増加等の市場環境の変化 ○  

管理上の瑕疵（故意・重過失・自主事業）による火災等事故によ ○  
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る施設の損傷 

管理上の瑕疵（上記以外）による火災等事故による施設の損傷  ○ 

管理上の瑕疵（故意・重過失・自主事業）による施設利用者等の

被災に対する賠償責任 
○ 

 

管理上の瑕疵（上記以外）による施設利用者等の被災に対する賠

償責任 
 ○ 

管理上の瑕疵（故意・重過失・自主事業）による周辺住民への損

害発生による賠償責任 
○ 

 

管理上の瑕疵（上記以外）による周辺住民への損害発生による賠

償責任 
 ○ 

施設の火災共済保険加入（施設の瑕疵によるもの）  ○ 

賠償責任保険 ○  

法令その他の制度変更により生じた管理コストの増加 協  議 

指定管理者の責任による管理業務の停止 ○  

施設設置者の責任による管理業務の停止  ○ 

天災等の不可抗力による業務停止 協  議 

施設の構造体等の大規模改修及び修繕  ○ 

施設管理の業務引継ぎのコスト負担 ○  

 

Ⅳ 現在雇用職員の雇用の提案 

  業務の移行を円滑に進めるため、現在の関係職員の雇用について提案を求めるものである。こ 

れまでの経験・実績を有する人材を確保することが施設運営にあたり優位であることから、これ 

ら職員の正職員としての雇用を主体とする提案を求める。その他の管理業務にあっても、地元 

住民の雇用に最大限努めること。 

 

Ⅴ 申請の手続き 

１ 応募資格 

  交流センターの指定管理者にかかる申請を行う者は、次の資格を有するものとする。 

 ⑴ 法人その他の団体であること。（法人格の有無は問わないが、個人では申請できない。） 

  ア 応募団体は、単独の団体又は複数の団体により構成されたグループ（以下「グループ」

という。）であること。 

  イ グループで応募する場合は、グループを代表する団体（以下「代表団体」という。）を定

め、代表団体が申請手続きを行うこと。代表団体は、グループの主たる業務を担う団体で

あること。 

  ウ グループで応募する場合は、申請後における代表団体及び構成団体の変更を、原則とし

て認めない。 

⑵ 応募団体（グループの場合はすべての団体）は、申請時において、青森県内に主たる事務

所を有する団体であること。 

⑶ 団体又はその代表者が次の事項に該当しないこと。 
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   ア 法律行為を行う能力を有しない者。 

   イ 破産者で復権を得ない者。 

   ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定により、

本町における一般競争入札等の参加を制限されている者。 

   エ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者。 

   オ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、第１４２条（同

条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触することとなる者。 

   カ 国税及び地方税を滞納している者。 

  ⑷ 複数応募の禁止 

   ア 単独で応募した団体は、グループ応募の構成員になることはできない。その反対も同じ。 

 イ グループの構成団体は、２以上のグループの構成員となることはできない。 

  ⑸ 地元雇用 

    管理業務にあたり、地元住民の雇用に最大限努めること。 

 

 ２ 提出書類 

  ⑴ 大鰐町指定管理者指定申請書（様式第１号） 

  ⑵ 大鰐町指定管理者指定申請に係る申立書（様式第２号） 

⑶ 大鰐町地域交流センター事業計画書（様式第３号） 

  ⑷ 大鰐町地域交流センター収支計画書（様式第４号） 

  ⑸ 応募資格を有していることを証する書類 

Ⅴの１応募資格

の見出し符号 
区   分 提 出 書 類 

Ⅴの１の 

⑴、⑵ 

 

法人の場合 ・登記事項証明書 

・定款、寄附行為 

・納税証明書 

地方自治法第２６０条

の２第１項に規定する

地縁による団体の場合 

・地方自治法第２６０条の２第１２項の証明書 

・代表者の身分証明書 

非法人の場合 ・定款、寄附行為、規約その他これらに類する

書類 

・代表者の身分証明書 

・代表者の納税証明書 

Ⅴの１の⑶の

ア、イ、ウ、

エ、オ、⑷ 

すべての団体 ・Ⅴの１の⑶のア、イ、ウ、エ、オ、⑷に該当

しない旨の申立書（様式第２号） 

Ⅴの１の⑶の 

カ 

納税がある場合 ・納税証明書（この要項の配布開始日以降に交

付されたもの） 

納税義務がない場合 ・その旨を記載した申立書（様式第２号） 
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⑹ 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類 

  ⑺ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類 

  ⑻ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書 

  ⑼ 団体の事業報告書（作成している場合のみ） 

⑽ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類 

⑾ 現に指定管理者として管理を行っている施設若しくは指定管理者の申請を行っている施設

がある場合は、当該施設の名称及び所在地、指定の期間等を記載した書類 

⑿ ⑾以外の業務経歴を説明する書類 

⒀ グループ応募の場合は、すべての構成団体について上記⑸から⑿までの書類を提出するこ

と。また、グループの規約又はこれに類するものを提出すること。 

 

 ３ 事業計画書の記載内容 

   次の事項について、交流センターの設置目的を効果的に達成し、かつ効率的に管理できるこ

とが分かる内容として提案すること。 

  ⑴ 管理の基本方針 

⑵ 施設の平等な利用を確保するための方策 

⑶ 施設の効用を増進させるための方策 

 ア 施設利用提供の実施計画 

 イ サービスの向上を図るための具体的手法 

 ウ 施設の維持管理の実施計画 

 エ 自主事業の実施計画（指定管理者が自主的に企画・実施するもの） 

⑷ 管理体制 

⑸ 業務の再委託等の有無並びに再委託の内容及び再委託の選定方法など再委託の考え方 

⑹ 個人情報の保護 

⑺ 利用者ニーズの把握 

⑻ 利用者の安全対策 

  ⑼ 現在の関係職員の雇用の提案 

  ⑽ 収支計画（自主事業を除く） 

 

 ４ 募集期間  平成２８年９月５日（月）から平成２８年９月３０日（金）までとする。 

 

 ５ 公募説明会 

   公募に係る説明会を下記のとおり開催する。 

  ⑴ 開催日時 平成２８年９月２０日（火）午前１０時 

  ⑵ 開催場所 大鰐町役場 第４会議室 

  ⑶ 申込方法 平成２８年９月１６日（金）までに公募説明会参加申込書（様式第６号）を提

出のこと。（ＦＡＸでの提出も可。） 

 ６ 質問事項の受付 

  ⑴ 質問方法 平成２８年９月１５日（水）～２６日（月）午後５時までに質問表（様式第７
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号）を申請書等の提出先に提出すること。ＦＡＸでの提出も可。ただし、受信で

きたかを確認すること。なお、口頭、電話での質問は原則として受け付けない。） 

  ⑵ 回答方法 平成２８年１０月３日（火）までに、郵送又はＦＡＸで回答する。 

  

 ７ 参加表明書の提出 

   応募する意思のある法人または団体は、以下により参加表明書（様式第６号に準ずる）を提

出すること。 

  ⑴ 提出期限 平成２８年１０月５日（水） 午後５時まで（必着） 

 ⑵ 提出方法 申請書等の提出先に提出すること。（ＦＡＸ又は電子メールでの提出も可。） 

 

８ 申請書等の提出 

  ⑴ 提出期間 平成２８年１０月５日（水）～平成２８年１０月２１日（金）まで間の、午前

８時１５分から午後５時までの間。（ただし、閉庁日を除く。） 

  ⑵ 提出方法 下記提出先まで必ず持参すること。郵送等は受け付けない。 

  ⑶ 提出部数 正本１部、副本９部 

 

 ９ 連絡先及び提出先 

    大鰐町 企画観光課 

住所：〒０３８－０２９２ 南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館５－３ 

    電話：０１７２－４８－２１１１（代） 

ＦＡＸ：０１７２－４７－６７４２ 

 

 １０ 留意事項 

  ⑴ 町が必要と認める場合は追加資料を求めるものとする。 

  ⑵ 事業計画書等の著作権は、申請者に帰属する。ただし、町は指定管理者の決定の公表等に

必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で使用できるものとする。 

    なお、提出された書類は理由の如何を問わず返却しないものとする。 

  ⑶ 申請に係る経費は、すべて申請者の負担とする。 

  ⑷ 町の業務上の必要により、応募の事実に係る情報を町の機関において利用する場合がある。 

  ⑸ 応募受付後に辞退する場合には、書面で提出すること。 

 

Ⅵ 指定管理者の候補者の選定 

 １ 選定方法 

  ⑴ 庁内で組織する大鰐町指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、下

記の選定基準に基づき書類審査による審査を行う。 

    なお当日は、申請者である法人、団体の代表者又は代理の方のプレゼンテーションをお願

いします。 

 

   実施日時 平成２８年１０月２８日（金）午前１０時 

   実施場所 大鰐町役場 第４会議室 
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⑵ 審査の結果は、平成２８年１１月上旬頃に書面で通知する。 

⑶ 町は、第１順位と細目事項について協議を行い、適正と認められた場合は指定管理者の候

補者に決定する。なお、第１順位の者が適正と認められないときは、次順位の者を第１順位

とし、同様に協議を行う場合がある。 

 

 ２ 選定基準 

選   定   基   準 配 点 

⑴ 施設の平等な利用を確保することができること。 

 ① 施設の設置目的及び町が示した管理の方針との適合性 

 ② 平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果 

１０ 

⑵ 施設の設置目的を効果的に達成することができること。 

 ① 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果 

 ② サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 

 ③ 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性 

４０ 

⑶ 施設の効率的な管理ができること。 

 ① 施設の管理に係る経費の内容 

 ② 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 

２５ 

⑷ 施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有していること。 

 ① 安定的な管理が可能となる人的能力 

 ② 安定的な管理が可能となる経理的基盤 

 ③ 個人情報等の適正な取扱いの確保 

２５ 

合       計 １００ 

 

 ３ 選定審査対象からの除外 

   申請者が次の要件のいずれかに該当した場合は、当該申請を選定審査の対象から除外とする。 

  ⑴ 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

⑵ 提出書類に虚偽又は不正があった場合 

⑶ この要項に違反又は著しく逸脱した場合 

⑷ 提出書類が提出期限を経過してから提出された場合 

⑸ 本募集について複数の申請を行い、又は複数の事業計画書を提出した場合 

⑹ 事業計画書を提出後に内容を大幅に変更した場合 

⑺ その他不正行為があった場合 

 

Ⅶ 指定管理者の指定及び協定の締結 

 １ 指定管理者の指定 

   指定管理者の候補者は、議会の議決を経て指定管理者に指定する。 

 

 

 ２ 協定の締結 

   業務内容に関する細目的事項、管理の基準等に関する細目的事項等について、指定管理者と
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町との間で協定を締結する。 

 

 ３ 業務引継の実施 

   協定締結後、指定管理者は町及び前指定管理者と業務引継の作業を行うこと。なお、業務引

継に要する経費は、指定管理者の負担とする。 

 

 ４ その他 

   指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、町は指定を

取り消し、協定をしないことができる。 

  ⑴ 指定管理者の経営状況の急激な悪化により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

  ⑵ 著しく社会的な信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められると 

き。 

 

Ⅷ 業務報告・調査等 

  町は、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づき、指定管理者の管理業務の実施状況 

及び経理の履行状況に関し、随時に報告を求め、実地について調査を行うことができる。この場 

合において、管理が適正でないと認めたときは、町は、必要な指示を行うことができる。 

なお、状況が改善されない場合には、業務の停止や指定の取消しを行うことができる。 

 

Ⅸ 添付資料・様式等 

 本募集要項を補足する添付資料等は次のとおりとする。 

管理業務基準書 別紙「大鰐町地域交流センター鰐come管理業務基準書」のとおり 

申請書様式・資料 別添「大鰐町地域交流センター鰐come指定管理者申請書様式・資料集」

のとおり 

・様式第１号 大鰐町指定管理者指定申請書 

・様式第２号 大鰐町指定管理者指定申請に係る申立書 

・様式第３号 大鰐町地域交流センター事業計画書 

・様式第４号 大鰐町地域交流センター収支計画書 

・様式第５号 グループ構成員表 

・様式第６号 公募説明会参加申込書 

・様式第７号 質問票 

・資料１ 大鰐町地域交流センター利用状況 

・資料２ 大鰐町地域交流センター収支状況（指定管理部門） 

・資料３ 大鰐町地域交流センター位置図 

・資料４ 大鰐町地域交流センター配置図 

条例その他資料 ⑴ 大鰐町地域交流センター設置条例 

⑵ 大鰐町地域交流センター管理運営規則 

⑶ 大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例 

⑷ 大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行 
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規則 

⑸ 大鰐町情報公開条例 

⑹ 大鰐町行政手続条例 

⑺ 大鰐町個人情報保護条例 

 


